
令 和 ６ 年 ６ 月 14 日  

総務部働き方改革実現課  

 

 報道関係者各位 

 

公の施設の指定管理者の公募について 
 

 県が設置する公の施設について、令和７年度からの指定管理者の指定に向けて下記のとお

り申請者を公募しますので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 公募する施設、募集期間 

本年度は５施設について公募を行う予定です。対象となる施設の名称等は、別添の「公

募対象施設一覧」のとおりです。本日、このうち、２施設の公募を開始いたしました。 

【公募を開始した施設の公募期間】令和６年６月 14 日（金）～７月 19 日（金） 

 

２ 申請資格 

法人その他の団体（法人格の有無は問わない。）で、施設ごとに定める募集要項に定め

られた資格要件を満たす者 

 

３ 申請方法 

施設を所管する担当課において募集要項等を配布します。 

県ホームページからもダウンロードできます。 

https://www.pref.yamagata.jp/020011/kensei/kaikaku/gyouzaiseikaikaku/ 

siteikanrisyaseido/index.html 

 

４ 指定管理者の指定 

申請のあった法人等について審査のうえ、県議会の議決を経て、指定管理者を指定しま

す。 

 

≪参考≫ 

◆制度概要 

指定管理者制度は、公の施設の管理に民間の能力やノウハウをいかすことにより、多様化

する利用者ニーズへの対応、サービスの向上等を図ることを目的に創設 

◆本県における制度導入状況 

平成 18 年４月制度導入。県が設置している 163 施設のうち 54 施設で導入 

                             （令和６年４月 1日現在） 

【指定管理者制度に関するお問合せ】 

      総務部働き方改革実現課 働き方改革実現担当 長澤 電話 023-630-3046 

【報道監】 総務部次長  伊藤 

【各公募対象施設の公募に関するお問合せ】 各施設担当課（別添参照） 



【前期募集】

番号 募集期間
次期指定期間

（予定）
担当課

電話番号

1
令和６年６月14日
から７月19日まで

令和７年４月１日から
令和12年３月31日まで

観光文化スポーツ部
県民文化芸術振興課

023-630-2903

2
令和６年６月14日
から７月19日まで

令和７年４月１日から
令和12年３月31日まで

農林水産部
森林ノミクス推進課

023-630-2527

【後期募集】

番号 募集期間
次期指定期間

（予定）
担当課

電話番号

1 検討中
令和７年４月１日から

令和12年３月31日まで

しあわせ子育て応援部
多様性・女性若者活躍課

023-630-2346

2 検討中
令和７年４月１日から

令和12年３月31日まで

農林水産部
森林ノミクス推進課

023-630-2527

3 検討中
令和７年４月１日から

令和12年３月31日まで

教育局
生涯教育・学習振興課

023-630-2831

＜例年のスケジュール＞

【前期】　公募時期（6月上旬から7月中旬）　⇒　候補者の選定（8月下旬）  　⇒　県議会の議決（9月定例会） 　 ⇒　指定（10月下旬）

【後期】　公募時期（8月上旬から9月中旬）　⇒　候補者の選定（10月中旬）　⇒　県議会の議決（12月定例会）　⇒　指定（12月下旬から1月中旬）

山形県生涯学習センター

山形県源流の森

山形県県民の森

施設名

山形県男女共同参画センター

指定管理者の公募対象施設一覧

施設名

山形県総合文化芸術館
（文化機能）


